
節税レポ－ト

　平成　20年 6月号
発行日　2008.6.1

今月のテ－マ　ふるさと納税

1. 同じ金額の支出でも、経理処理の方法により損金になったり、

　　ならなかったりで,税額に影響します。

2.　書類一枚提出しているかどうかで、認められる処理方法が

　　異なり税額に差が出ます。

3.　種々の角度から検討することにより、節税が可能になります。

ふるさと納税がスタ－トしました。これを機会に故郷に恩返しをして

みませんか。

1　　目的

1） 地域間の財政格差の是正

2） 寄付文化を醸成し、民が担う公益活動の促進

3） 納税者が自分自身で税金の納め先、使い道をきめる

（結果としてこうなります）

2 現状

納税者は下記に納税しています

国　--　所得税

都道府県　--　都道府県民税 まとめて住民税

市町村　--　市町村民税 と言う

（都道府県民税は市町村を窓口として納めています)
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3 今後

ふるさとに寄付をした場合　5,000円を超える額が所得税、

住民税から控除されます。

　1） 　流れ

国 　　県・市

所得税 住民税

控除 控除 　ふるさと

3,000円 27,000円

　（A） 　（D）

　　寄付　　35,000円

足切り　　-　5,000

差引き　　　30,000円

　納税者

2） 計算例

イ　ふるさとへ　35,000円寄付 ロ　所得税率　10％とする

ハ　住民税額　30万円 ニ　平成20年に寄付

① 所得税

寄付金 足切り 差引き

35,000　-　5,000　＝　30,000

30,000　×　10％　＝　3,000 （Ａ） 　平成20年の

　所得税から控除

② 住民税

イ）　寄付金控除

（35,000　-5,000）　X　10％　＝　3,000　　　（B）
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ロ）　ふるさと納税控除額

（35,000　-　5,000）　X　（90％　-　10％）　＝　24,000　（C)
上限住民税額の10％

住民税の控除額

（B） （C)

　　　3,000　+　24,000　＝　27,000　円 （D）　平成21年の　

住民税から控除

3）　 手続き

　　連絡

国 　　県・市

④

　　③ 　ふるさと

確定申告書 ①

に領収書 　　　寄付

添付 ②

領収書

　納税者

④　確定申告をしない会社員は市町村に住民税の申告書を

提出する(この場合は所得税の還付は受けられず、控除

は翌年の住民税だけとなります）

4 各地の取り組み

1） HP等のより寄付の呼びかけ、手続きを告知

2） クレジットカードでも寄付金の支払ができるようにする

3） 寄付した人に特産品、市の施設の利用利用券をプレゼ

ント

足切り部分の　5,000円は持ち出しになります。でも　小学校から

高校まで　90万円/1人・一学年かかっていることを考えると、

ささやかな恩返しですね。　
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